
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

人
事
委
員
会
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
四

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
人
事
委
員
会
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日大

分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
三
中
「
又
は
第
二
十
二
条
」
を
「
若
し
く
は
第
二
十
二
条
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
」
を
「
医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
」
に
改
め
、
「
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
等
で
人
事
委
員
会
の
定
め

る
も
の
を
卒
業
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
期
間
。
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
（
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
等
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
含

む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る

当
該
職
員
に
対
す
る
別
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
は
、
同
表
の
期
間
の
区
分
欄

に
掲
げ
る
期
間
に
算
入
し
な
い
。

一

休
職
に
さ
れ
た
場
合

そ
の
休
職
の
期
間
（
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
全
額

を
支
給
さ
れ
る
休
職
の
期
間
を
除
く
。
）

二

外
国
人
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三

年
大
分
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
場
合

そ
の
派
遣
の
期
間

三

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
分
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
場
合

そ
の
派
遣
の
期
間

四

育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
た
場
合

そ
の
育
児
休
業
の
期
間
（
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
係
る
期
間
に
限
る
。
）

別
表
の
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項
か
ら
第
二
条
第
二
項
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 木 曜 日 ）

号

外

一
四
六

十
二
月
二
十
二
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一



第２条第２項の職を占める職員

円

５０，６００

５０，６００

５０，６００

５０，６００

５０，６００

５０，６００

４８，８００

４７，０００

４５，２００

４３，４００

４１，６００

３９，８００

３８，０００

３６，２００

３４，８００

３３，４００

３２，０００

３０，６００

２９，２００

２７，８００

２６，４００

２５，８００

２５，２００

２４，２００

２３，６００

２３，０００

２２，４００

２１，８００

２１，０００

２０，７００

２０，３００

１９，７００

１８，８００

１７，９００

１７，２００

第２条第１項第２号の職を占め
る職員

円

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０８，０００

３０４，７００

３０１，４００

２９８，１００

２９４，８００

２９１，５００

２７７，７００

２６３，７００

２５０，２００

２３６，３００

２２２，６００

２０５，０００

１８７，９００

１７０，６００

１５３，０００

１３５，０００

１１６，７００

９８，８００

７２，８００

４８，５００

第２条第１項第１号の職を占め
る職員

円

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６８，０００

３６４，０００

３６０，０００

３５６，０００

３５２，０００

３４８，０００

３３１，１００

３１３，９００

２９７，２００

２８０，３００

２６３，４００

２４２，６００

２２２，２００

２０１，８００

１８１，０００

１５９，１００

１３７，２００

１１５，５００

８３，６００

５３，８００

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

二



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日大

分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
号
中
「
百
分
の
百
六
十
」
を
「
百
分
の
百
八
十
」
に
、
「
百
分
の
二
百
」
を
「
百
分
の
二

百
二
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
九
十
五
」

を
「
百
分
の
百
五
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
イ
の
表
の
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
部
中
「第

四
条
第
一
項

」
を
「第

七
条
第
一
項

」
に
、
「第

４
条
第
３
項

」
を
「第

７
条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日大

分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
七
の
イ
中

３６

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４１

４２

４２

４３

４３

４４

４４

４５

」

「
を

３６

３６

３７

３７

３８

３８

３９

３９

４０

４０

４１

４１

４２

４２

４３

に
改
め
、
同

」

「

「

表
ロ
中

３２

３２

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３７

３８

３８

３９

３９

４０

を

３２

」

「

３２

３２

３３

３３

３４

３４

３５

３５

３６

３６

３７

３８

３９

に
、

５８

５８

５９

」

「

５９

６０

６０

６１

６１

６１

６１

６２

６２

６２

６２

６３

６３

６３

６３

６４

を

５７

」

５８

５８

５８

５９

５９

５９

６０

６０

６０

６１

６１

６１

６２

６２

６２

６３

６３

６３

」

「

に
、

３８

３８

３８

３９

３９

３９

４０

４０

４０

４０

４０

４１

４１

４１

４１

４１

４２

「

４２

４２

４２

４２

４３

４３

４３

４３

を

３７

３８

３８

３８

３８

３９

３９

３９

３９

」

３９

４０

４０

４０

４０

４０

４１

４１

４１

４１

４１

４２

４２

４２

４２

４２

に
改
め
、
同

」

「

「

表
チ
中

５４

５５

５６

５７

５７

５８

５８

５９

５９

６０

を

５３

５４

５４

５５

５５

」

「

５６

５６

５７

５８

５９

に
、

６６

６６

６６

６６

６６

６７

６７

６７

６７

６７

６８

６８

」

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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〰
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〰

「

６８

６８

６８

６９

６９

６９

７０

７０

７０

７１

７１

を

６５

６６

６６

６６

６６

６６

」

６６

６７

６７

６７

６７

６７

６７

６８

６８

６８

６８

６８

６８

６９

６９

７０

７０

に
改

」

め
る
。

「

「

別
表
第
七
の
二
の
イ
中

８１

８２

８３

８４

８６

８８

９０

９２

を

８２

８４

８６

」

「

８８

９０

９２

９３

９３

に
改
め
、
同
表
ロ
中

６９

７０

７１

７２

７４

７６

７８

を

」

」

「

「

「

７０

７２

７４

７６

７７

７８

７９

に
、

１０２

１０４

１０６

１０８

１１２

１１６

１２０

を

１０３

」

」

「

「

１０６

１０９

１１２

１１５

１１８

１２１

に
、

９５

９８

１０１

１０６

１１１

１１６

を

９６

１００

１０５

」

」

「

「

１１０

１１５

１２０

に
改
め
、
同
表
ヘ
中

９

９

９

を

９

１０

１０

に
改
め
、

」

」

」

「

「

同
表
チ
中

７３

７４

７５

７６

７８

８０

８２

を

７４

７６

７８

８０

８１

８２

８３

」

」

「

「

に
、

１０１

１０６

１１１

１１６

１１９

１２２

を

１０２

１０８

１１４

１２０

１２２

１２４

に
改
め
る
。

」

」

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す

る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時

等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正

後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
当
該

適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の

規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ

り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日大

分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
大
分
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
中
「
）
第
四
条
第
二
項
」
を
「
。
次
号
に
お
い
て
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七

条
第
二
項
」
に
改
め
、
本
則
第
三
号
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
」

を
、
「
第
二
十
二
条
」
の
下
に
「
又
は
任
期
付
職
員
条
例
第
八
条
第
三
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

四



職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日大

分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
号
イ
中
「
、
危
機
管
理
監
」
を
削
り
、
「
及
び
観
光
・
地
域
局
」
を
「
、
観
光
・
地
域
局

及
び
防
災
局
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、
危
機
管
理
監
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
二
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

五


